
 

 

 

 

令和２年１１月定例会 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市教育委員会 





 

 

 令和２年１１月長浜市教育委員会定例会 議事日程 

 

令和２年１１月１８日（水） 午後１時３０分～ 

       長浜市役所５階 教育委員会室   

 

１．開 会 

 

２．議 事 

日程第１ 会議録署名委員指名 

 

日程第２ 会議録の承認 

１０月定例会 

 

 日程第３ 教育長の報告 

  

 日程第４ 議案審議 

議案第42号 議会の議決を経るべき教育関係議案に関する意見について 

議案第43号 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書について 

 

日程第５ 協議・報告事項 

  （１）長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正につい

て 

 

日程第６ その他 

 

３．閉 会 

 

 

 

 

令和２年１２月教育委員会定例会開催予定 １２月２４日（木） 午後１時３０分～ 
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議案第４２号 

 

議会の議決を経るべき教育関係議案に関する意見について 

 

議会の議決を経るべき教育関係議案に関して原案のとおり同意することについて、委員

会の議決を求める。 

 

 

令和２年１１月１８日提出 

 

 

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信  
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議案第４３号 

 

  教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第２６条の規定及

び第２期長浜市教育振興基本計画第４章に基づく教育に関する事務の管理及び執行状況

の点検・評価報告書を別紙のとおり作成することについて、委員会の議決を求める。 

 

 

令和２年１１月１８日提出 

 

 

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信   
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 協議・報告事項（１） 

 

長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正に

ついて 

 

 

第１ 制定・改廃理由 

民間保育所等が実施する「一時預かり事業」及び「延長保育事業」における新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止を図るための経費について補助するため本要綱の一部を改正

するもの。 

 

 

第２ 要点 

要綱の別表中、「一時預かり事業費補助」及び「延長保育事業費補助」の項に、それ

ぞれ、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業を実施するために必要な経費に対

する補助にかかる規定を加える。 

 

 

第３ 施行期日 

令和２年１０月２７日（令和２年４月１日から適用） 
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新 旧 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

事業種別 補助対象事業 補助対象経費 補助要件及び補助基準額 

（略） 

(４) 一時預
かり事業費
補助 

(ｱ) 滋賀県地域子育て支援事業の実施
について（平成30年８月13日付け滋子
青第2100号滋賀県健康医療福祉部長通
知。以下「県地域子育て支援事業実施
通知」という。）の別紙11「一時預か
り事業実施要綱」に基づき民間認可保
育所及び認定こども園が実施する事業 

一時預かり
事業の実施
に要する経
費 

滋賀県地域子育て支援事業費補助金
交付要綱（平成30年８月10日付け滋
子青第2099号滋賀県健康医療福祉部
長通知別紙。以下「県地域子育て支
援事業費補助金交付要綱」とい
う。）に定める補助基準額を限度と
し、予算で定める額とする。 

(ｲ) 子ども・子育て支援交付金の交付
について（平成28年７月20日付け府子
本第474号内閣総理大臣通知）の別紙に
規定する子ども・子育て支援交付金交
付要綱に基づき実施する事業（同要綱
別紙一時預かり事業（特例措置分）と
して規定する新型コロナウイルスの感
染拡大防止を図る事業に限る。） 

新型コロナ
ウイルスの
感染拡大防
止を図る事
業を実施す
るために必
要な経費 

１施設当たり５００，０００円以内
（令和元年度の実支出額との合計）
（（５）の(イ)に規定する事業の実支
出額との合計額） 

（略） 

(５) 延長

保育事業費

補助 

(ｱ) 県地域子育て支援事業実施通知の

別紙２「延長保育事業実施要綱」に基

づき民間認可保育所及び認定こども園

が実施する事業 

延長保育事

業の実施に

要する経費 

県地域子育て支援事業費補助金交付

要綱に定める補助基準額を限度と

し、予算で定める額とする。 

(ｲ) 子ども・子育て支援交付金の交付

について（平成28年７月20日付け府子

本第474号内閣総理大臣通知）の別紙に

規定する子ども・子育て支援交付金交

付要綱に基づき実施する事業（同要綱

別紙延長保育事業（特例措置分）とし

て規定する新型コロナウイルスの感染

拡大防止を図る事業に限る。） 

新型コロナ
ウイルスの
感染拡大防
止を図る事
業を実施す
るために必
要な経費 

１施設当たり５００，０００円以内
（令和元年度の実支出額との合計）
（（４）の(イ)に規定する事業の実支
出額との合計額） 

（略） 
 

事業種別 補助対象事業 補助対象経費 補助要件及び補助基準額 

（略） 

(４) 一時預
かり事業費
補助 

滋賀県地域子育て支援事業の実施につ
いて（平30年８月13日付け滋子青第
2100号滋賀県健康医療福祉部長通知。
以下「県地域子育て支援事業実施通
知」という。）の別紙11「一時預かり
事業実施要綱」に基づき民間認可保育
所及び認定こども園が実施する事業 

一時預かり事
業の実施に要
する経費 

滋賀県地域子育て支援事業費補助金
交付要綱（平成30年８月10日付け滋
子青第2099号滋賀県健康医療福祉部
長通知別紙。以下「県地域子育て支
援事業費補助金交付要綱」とい
う。）に定める補助基準額を限度と
し、予算で定める額とする。 

（新） 

（略） 

(５) 延長

保育事業費

補助 

 

県地域子育て支援事業実施通知の別紙

２「延長保育事業実施要綱」に基づき

民間認可保育所及び認定こども園が実

施する事業 

延長保育事業

の実施に要す

る経費 

県地域子育て支援事業費補助金交付

要綱に定める補助基準額を限度と

し、予算で定める額とする。 

（新） 

（略） 
 

 

長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正【新旧対照表】 
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